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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２６条の規定に基づく保護廃止決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し平成２８年７月２７日付けで行った法

２６条の規定に基づく保護廃止決定処分（以下「本件処分」とい

う。）について、その取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、おおむね、次のとおり、本件処分は違法又は不当で

ある旨を主張している。  

   処分庁は、請求人の父（平成○○年○○月○○日死亡）の遺産

４，１１８，１３９円から３，１６１，８２５円を減じた９５６，

３１４円を「繰越額」とし、その全額を費消するまで保護を廃止

するとしているが、今後、他の相続人（請求人の母及び兄姉）と、

その他の財産の有無、遺言の有効性、遺留分減殺請求権の行使の

有無等を協議した上で、請求人の取得分を確定していくものであ

る。未分割の時点で、現在判明している遺産の総額を請求人の財

産と認定し、収入額を算出することはできないはずである。  
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第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に  

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年１月１７日  諮問  

平成２９年３月２１日  審議（第７回第４部会）  

平成２９年４月１７日  審議（第８回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

 １  法等の定め  

⑴  保護の実施機関は ､被保護者が保護を必要としなくなったと

きは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、

これを被保護者に通知しなければならない（法２６条）。「保

護を要しなくなったとき」とは、当該世帯における収入の臨時

的な増加等により、以後おおむね６か月を超えて保護を要しな

い状態が継続すると認められるときがこれに当たる（「生活保

護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４

月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長通知第１０・問１

２（答）２⑵））。そして、保護の要否は、当該世帯につき認

定した最低生活費と認定した収入との対比によって決定する

（「生活保護法による保護の実施要領について」昭和３６年４
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月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知第１０）。  

⑵  なお、上記各通知は、地方自治法２４５条の９第１項及び第

３項の規定による処理基準である。  

２  以下、本件について検討する。  

 ⑴  平成２８年８月の請求人の最低生活費は、８０，１６０円（生

活扶助）＋２２，４００円（住宅扶助）＋１，６００円（国民

健康保険料）＋２６，９１０円（医療費（保険適用一部負担金））

＝１３１，０７０円であり、その６か月分は、７８６，４２０

円となる。  

 ⑵  平成２８年８月の請求人の収入額は、１０５，７００円（平

成２８年７月分給与）－（１６，４６０円（勤労控除額）＋１，

６９４円（交通費））＝８７，５４６円となり、６か月間で５

２５，２７６円となることが見込まれ、本件収入額（４，１１

８，１３９円）と合算すると、４，６４３，４１５円となる。

そして、当該合算額から法７８条に基づき徴収する予定の額３，

１６１，８２５円を減じると、１，４８１，５９０円となり、

上記⑴で計算した請求人の最低生活費６か月分の額７８６，４

２０円を大幅に上回る。  

 したがって、処分庁が、請求人について、おおむね６か月を

超えて「保護を必要としなくなった」状態が継続すると判断し

て、保護を廃止したことは、上記１の法等に則って行われたも

のであり、違法又は不当は認められない。  

３  請求人は、本件処分により収入認定された金銭は、請求人の父

からの遺産であり、遺産分割前の預り金に過ぎないものであるか

ら、これを収入認定した本件処分は違法である旨を主張する。  

  仮に、本件口座に振り込まれた別紙記載の入金が遺産だとすれ

ば、遺産分割手続により被保護者が相続することとなった財産の

額を限度として、収入認定されるべきである（平成２１年３月３
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１日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「生活保護問答

集について」問１３－６（答）⑵参照）。  

  しかし、本件処分時までに、本件口座に振り込まれた別紙記載

の入金について、請求人が父から預かったものであるとの客観的

な証拠が認められず、また、本件口座内の金銭は、おおよそ引き

下ろされていることが認められることからすれば、請求人が遺産

分割前の預り金として保管している客観的な状況があるとも言え

ない。  

  それゆえ、処分庁が、本件口座に振り込まれた別紙記載の入金

を、遺産でないと判断して、収入認定し、本件処分を行ったこと

が、不合理であるとは言えず、違法又は不当は認められない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

 その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 

別紙（略）  


